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（
法
務
委
員
会
）

電
子
公
告
制
度
の
導
入
の
た
め
の
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
三
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
高
度
情
報
化
社
会
の
進
展
に
か
ん
が
み
、
株
式
会
社
等
の
経
営
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
株
式
会
社
等
が
電

磁
的
方
法
に
よ
り
公
告
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
合
併
、
資
本
減
少
等
の
際
の
債
権
者
保
護
手
続
を
簡
素
化
す

る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
電
子
公
告
制
度
の
導
入

１

株
式
会
社
の
公
告
は
、
官
報
・
日
刊
新
聞
紙
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
ほ
か
、
電
子
公
告
（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
不
特
定

多
数
の
者
が
そ
の
公
告
す
べ
き
内
容
で
あ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
執
る
こ
と
）
に

よ
り
行
う
こ
と
も
で
き
る
。

２

会
社
の
公
告
を
電
子
公
告
に
よ
り
行
う
と
き
は
、
公
告
事
項
の
種
類
に
応
じ
て
法
定
の
期
間
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

２
の
公
告
期
間
中
に
公
告
の
中
断
（
１
の
状
態
に
置
か
れ
た
情
報
が
当
該
状
態
に
置
か
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
又
は
当
該

状
態
に
置
か
れ
た
後
改
ざ
ん
さ
れ
た
こ
と
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
所
定
の
要
件
を
満
た
す
と
き
は
公
告
の
中
断

は
公
告
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
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４

電
子
公
告
を
公
告
の
方
法
と
す
る
株
式
会
社
は
、
定
款
に
は
電
子
公
告
を
公
告
の
方
法
と
す
る
旨
の
み
記
載
又
は
記
録

す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
し
、
１
の
情
報
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
事
項
で
あ
っ
て
法
務
省
令
に
定
め
る
も
の
を
登

記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

電
子
公
告
を
行
う
株
式
会
社
は
、
電
子
公
告
を
行
う
べ
き
期
間
中
、
当
該
公
告
の
内
容
で
あ
る
情
報
が
１
の
状
態
に
置

か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
調
査
機
関
の
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
調
査
機
関
は
、
法
務
大
臣
の
登
録

、

、

。

を
受
け
る
も
の
と
し

調
査
の
後
遅
滞
な
く

そ
の
結
果
を
電
子
公
告
を
し
た
株
式
会
社
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

６

株
主
代
表
訴
訟
の
場
合
の
公
告
又
は
通
知
以
外
の
訴
え
提
起
が
あ
っ
た
旨
の
公
告
に
つ
い
て
は
、
そ
の
公
告
義
務
を
撤

廃
す
る
。

二
、
貸
借
対
照
表
の
公
開
の
方
法
の
見
直
し

１

電
子
公
告
を
公
告
の
方
法
と
す
る
株
式
会
社
が
貸
借
対
照
表
の
公
告
を
す
る
場
合
に
は
、
貸
借
対
照
表
の
全
文
を
公
告

す
る
も
の
と
し
、
調
査
機
関
の
調
査
は
不
要
と
す
る
。

２

電
子
公
告
を
公
告
の
方
法
と
し
な
い
株
式
会
社
は
、
現
行
の
電
磁
的
公
示
の
方
法
に
よ
る
貸
借
対
照
表
の
公
開
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
が
、
電
子
公
告
を
公
告
の
方
法
と
す
る
株
式
会
社
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
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三
、
株
式
会
社
の
各
種
債
権
者
の
保
護
手
続
に
お
け
る
個
別
催
告
の
省
略
等

１

合
併
及
び
資
本
減
少
・
準
備
金
減
少
に
お
け
る
債
権
者
保
護
手
続
並
び
に
会
社
分
割
に
お
け
る
承
継
会
社
が
す
べ
き
債

、

、

、

権
者
保
護
手
続
に
つ
い
て
は

官
報
公
告
に
加
え
て

日
刊
新
聞
紙
に
よ
る
公
告
又
は
電
子
公
告
を
も
行
っ
た
場
合
に
は

知
れ
て
い
る
債
権
者
に
対
す
る
個
別
催
告
を
不
要
と
す
る
。

２

会
社
分
割
に
お
け
る
分
割
会
社
が
す
べ
き
債
権
者
保
護
手
続
に
つ
い
て
は
、
官
報
公
告
に
加
え
て
、
日
刊
新
聞
紙
に
よ

る
公
告
又
は
電
子
公
告
を
も
行
っ
た
場
合
に
は
、
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
権
を
有
す
る
者
以
外
の
知
れ
て
い
る
債

権
者
に
対
す
る
個
別
催
告
を
不
要
と
す
る
。

四
、
合
名
会
社
・
合
資
会
社
の
合
併
の
際
の
債
権
者
保
護
手
続
に
お
け
る
個
別
催
告
の
省
略
等

合
名
会
社
・
合
資
会
社
の
合
併
に
つ
い
て
は
、
存
続
会
社
又
は
新
設
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
の
債
権
者
保
護
手
続

に
つ
い
て
は
個
別
催
告
の
省
略
は
認
め
な
い
。
そ
れ
以
外
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
の
合
併
に
お
け
る
債
権
者
保
護

手
続
と
同
様
の
取
扱
い
を
す
る
。

五
、
有
限
会
社
の
各
種
債
権
者
の
保
護
手
続
に
お
け
る
個
別
催
告
の
省
略
等

有
限
会
社
が
合
併
等
に
際
し
て
行
う
各
種
債
権
者
保
護
手
続
に
つ
い
て
は
、
三
と
同
様
の
取
扱
い
を
す
る
。
株
式
会
社
か
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ら
有
限
会
社
、
有
限
会
社
か
ら
株
式
会
社
へ
の
組
織
変
更
の
決
議
の
内
容
に
つ
い
て
の
株
主
等
に
対
す
る
公
告
及
び
通
知
の

義
務
は
撤
廃
す
る
。

六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


